お知らせ

今秋から一般向けに緊急地震速報を提供します
札幌管区気象台

　緊急地震速報は、気象庁が震源に近い観測点で地震を検知し、直ちに震源位置やマグニチュードを推定し、大きな揺れが迫っていることをお知らせするものです。

この情報を放送、電話回線、衛星通信等を用いて受信することにより、身の安全を図ったり、企業の事業継続等のための適切な対策をとることができます。
[image: image1.emf]気象庁では、今秋から一般向けに緊急地震速報を提供いたします。

※　緊急地震速報は、既存の防災情報提供装置や気象庁ＨＰでは提供しません。各機関等でご利用になる場合には専用回線による情報入手が必要です。
○　緊急地震速報の技術的限界

技術的限界について大きく以下の３点があります。
　・　内陸で発生する震源の浅い地震で、直上近辺の地域はこの情報の提供が間に合わないことがあります。
　・　瞬時に発表する情報なので、±１程度の震度の推定誤差があります。

　・　落雷等を地震と誤認して緊急地震速報を提供してしまうことが極めて稀にあるかもしれません。
· 放送機関（ＴＶ）から放送する際の例（今秋から）
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※　　最大震度が５弱以上と推定される
　　場合に震度４以上が推定される地域
　　を「強い揺れのおそれがある地域」
　　として提供いたします。
· 緊急地震速報の利用にあたって
　緊急地震速報を受信し、実際に揺れがくるまでの猶予時間は長いときでもわずか数十秒です。
　このため、速報を受信した時に混乱を招かないように、とるべき行動の指針が必要となります。　

　最善の行動は、「あわてずに、まず身の安全を図る」ことですが、それぞれの場面に応じた「頭を保護し、大きな家具から離れる」「その場で火を消せる場合は火の始末」などの利用の心得について、本年３月を目途に作成しております。
· 緊急地震速報に対する意見募集（平成１９年２月１３日締切）
気象庁では、緊急地震速報の本運用開始に伴う意見を現在募集しています。
HPアドレス：http://www.jma.go.jp/jma/press/0701/15a/20070115_goikenbosyu.html
電子メールの場合：気象庁地震火山部管理課あて　アドレス：eew@ml.kishou.go.jp
ＦＡＸの場合　　：　　　　同上　　　　　　  FAX番号：03-3212-2857
郵送の場合　　　：　　　　同上　　　　　　　〒100-8122 東京都千代田区大手町1-3-4

○　お願い

　札幌管区気象台及び地元の気象台では、本年４月から緊急地震速報の提供に関してより一層の周知・広報活動を行って参りますのでご理解ご協力をお願いいたします。

本件の問い合わせ先　　札幌管区気象台総務部業務課防災調整係　
　　　　　　　　　　　電話　０１１－６１１－６１５８　
































































































